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令和７年門審第２２号 

裁    決 

油送船Ａ乗揚事件 

 

  受  審  人  ａ２ 

    職  名 Ａ一等航海士 

    海技免許 四級海技士（航海） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官牧野真人出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａ２の四級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和７年１月２６日１９時５２分半僅か過ぎ 

 鹿児島県川内港南方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 油送船Ａ 

  総 ト ン 数 ４９８トン 

  全 長 ６４.４４６メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出 力 ７３５キロワット 
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３ 事実の経過 

Ａは、平成２５年９月に進水した船尾船橋型鋼製油送船で、操舵室

前部中央に操舵スタンド、その左舷側にレーダー２台、右舷側にＧＰ

Ｓプロッター及び機関遠隔操縦装置をそれぞれ備え、船長ａ１及びａ

２受審人ほか４人が乗り組み、重油９０２.１０８キロリットルを積

載し、船首３.２メートル船尾４.４メートルの喫水をもって、令和７

年１月２５日１２時０５分岡山県水島港を発し、川内港に向かった。 

ａ１船長は、豊後水道を南下し、翌２６日１５時００分鹿児島県佐

多岬西方沖合で船橋当直に就き、１８時００分同県野間岬北方沖合で、

ａ２受審人に船橋当直を引き継いで降橋した。 

ところで、ａ２受審人は、川内港南方沖合から同港に入航した経験

が１５回以上あったことから、同沖合約３海里に孤立した平均水面上

高さ８メートルの水上岩鴨瀬の存在を知っており、平素、同瀬西方沖

合を通過後、針路を川内港の港外に向けていた。 

ａ２受審人は、４海里レンジでコースアップ表示の前方が６海里映

るオフセンターとした２号レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ

て単独の船橋当直に就き、１９時１２分半僅か過ぎ薩摩沖ノ島灯台

（以下「沖ノ島灯台」という。）から２２１度３.９海里の地点で、針

路を００８度（真方位、以下同じ。）に定めて自動操舵とし、１０.８

ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で進行した。 

ａ２受審人は、１９時３４分僅か過ぎ沖ノ島灯台から２９３度  

２.２海里の地点に至り、揚荷役の手順を思案していたところ、川内

港付近の明かりが右舷前方近くに見えたことから、鴨瀬西方沖合を通

過したものと考え、レーダーやＧＰＳプロッターを見ずに、針路を 

０１３度に転じて続航した。 

１９時４９分ａ２受審人は、沖ノ島灯台から３３８度３.７海里の
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地点に達したとき、正船首１,２１０メートルの鴨瀬に向首して接近

する状況となったが、既に同瀬西方沖合を通過したので、川内港の港

外に向かって無難に航行しているものと思い、レーダーで鴨瀬との位

置関係を把握するなど、船位の確認を十分に行わなかったので、この

状況に気付かなかった。 

こうして、Ａは、鴨瀬に向首したまま進行し、１９時５２分半僅か

過ぎ沖ノ島灯台から３４３度４.３海里の地点において、原針路及び

原速力で、同瀬に乗り揚げた。 

当時、天候は曇りで風力２の東南東風が吹き、潮候は下げ潮の中央

期に当たり、視界は良好であった。 

ａ１船長は、自室で休息中、海上保安部からの電話を受け、すぐに

操舵室に赴いて本件の発生を知り、事後の措置にあたった。 

乗揚の結果、船首部船底外板に破口等を生じたが、のち修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件乗揚は、夜間、川内港南方沖合において、同港に向けて航行する

際、船位の確認が不十分で、鴨瀬に向首進行したことによって発生した

ものである。 

 ａ２受審人は、夜間、川内港南方沖合において、同港に向けて航行す

る場合、鴨瀬に乗り揚げることのないよう、レーダーで同瀬との位置関

係を把握するなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。と

ころが、同人は、既に鴨瀬西方沖合を通過したので、川内港の港外に向

かって無難に航行しているものと思い、船位の確認を十分に行わなかっ

た職務上の過失により、同瀬に向首して接近する状況に気付かないまま

進行して乗揚を招き、船体に損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ２受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、
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同法第４条第１項第２号を適用して同人の四級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和８年１月２１日 

     門司地方海難審判所 

          審 判 官  管     啓  二 


